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流域内のリスク分担や
適応策について適応策について



H20.6答申における水災害分野の気候変動適応策について

・整備や管理における省エネルギー化・整備や管理における省エネルギ 化
・水、緑、空間を活かしたCO2の吸収及びヒートアイランドの抑制
・自然エネルギーの活用緩和策

気 施設による適応策 危機管理対応を中心とした適応策気
候
変
動
へ
の

施設による適応策 危機管理対応を中心とした適応策

・新規施設の整備

・既存施設の安全性の
維持・向上

・大規模災害への備えの充実

・新たなシナリオによるソフト施策の推進

・洪水予報・土砂災害警戒情報や水防警報の予警報等の強化
の
対
応

・既存施設の徹底した
活用

・流域における施設の
整備

既設ダムを有効活用 た

・
高
頻
度
（5
倍

・
高
分
解
能
（16

既存レーダ（Ｃバンドレーダ） ＸＲＡＩＮ（ＸバンドＭＰレーダ）

適応策

地域づくりと一体となった適応策 渇水リスクの回避にむけた適応策

・総合的な土砂管理の
推進

既設ダムを有効活用した
ダム再生（例：鶴田ダム）

高性能・高分解能を誇るレーダ雨量計観測網（ＸＲＡIN）

倍
）倍

）

渇水リスクの回避にむけた適応策
・土地利用の規制・誘導と一体となった治水対策の推進

・まちづくりの新たな展開

・住まい方の工夫

・自然エネルギーの活用

・需要マネジメントによる節水型社会の構築

・緊急的な水資源の確保

・水資源供給施設の徹底活用・長寿命化等

気候変化による影響のモニタリング強化
・自然エネルギーの活用

・関係機関との連携により雨量、水位、流量、水質等をモニタリ
ング

河川環境の変化への適応策

・モニタリングの強化と河川環境のあり方の検討

・結果をデータベース化、適応策の検討に反映

タリングの強化と河川環境のあり方の検討

※「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について(答申)」（平成20年6月社会資本整備審議会）より作成
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気候変動適応策とそれがターゲットとする外力の関係（イメージ）
将来

気候変動よる
激甚化激甚化頻発化頻発化頻発化頻発化 頻発化頻発化

外力の規模（超過確率年）計画規模現況の安全度現在

気候変動よる

・河川整備基本方針等を長期的な目標として、河川整備計画等に従って計画的に新規施
設の整備等を実施（徹底したコストの縮減等） など

新規施設の整備

既存施設 安全性
施

・河川法の一部を改正し、河川管理施設等の維持・修繕の基準を創設
・堤防等の点検及びその結果に基づく対策の実施 ・長寿命化計画の策定 など

・既設ダムの有効活用を図るダム再生を推進

既存施設の安全性の
維持・向上

既存施設の徹底した活用

施
設
に
よ
る
適

【今後の主な検討課題（案）】
・現況の安全度や計画規模を上回る外力
が生じた場合等の流域内のリスク分担や
適応策について検討

・土地利用と一体となった対策（土地利用一体型水防災事業）の推進
・二線堤の築造等に対する支援 など

・砂防設備による流出土砂の調節、ダムにおける堆砂対策やダム下流への土砂還元、海岸
の養浜離岸堤等の侵食対策を実施 など

流域における施設の整備

総合的な土砂管理の推進

適
応
策

・災害危険区域の指定と治水対策の一体的推進（土地利用一体型水防災事業の推進）
・土砂災害警戒区域等の指定の推進 など

・雨水の貯留・浸透・流出抑制のための施設の推進（雨水貯留浸透施設の設置を義務付
け） など

CO2排出削減に努めるよう健全な水循環系 あり方に て検討 など

土地利用の規制・誘導と一
体となった治水対策の推進

まちづくりの新たな展開

地
域
づ
く
り

な
っ
た
適

【今後の主な検討課題（案）】
・人口減少、高齢化の進行に伴う人口・社会
構造の変化を踏まえたまち・地域づくりに、
水災害に係る防災・減災の観点がより考慮

・CO2排出削減に努めるよう健全な水循環系のあり方について検討 など

・一部の地方公共団体による住宅の嵩上げ工事に対する助成 など

・未利用エネルギーの活用の推進（小水力発電の導入） など

住まい方の工夫

自然エネルギーの活用

り
と
一
体
と

適
応
策

水災害に係る防災 減災の観点がより考慮
されるよう、まちづくり・地域づくりとの連携方
策について検討

・TEC-FORCEの発足、災害時には全国から現地に派遣し、早期復旧に貢献 ・特定緊急水防活動を行えるよう水防法改正
・緊急輸送路等の広域ネットワークと一体的に機能し、避難等にも資する防災拠点等の整備の推進 など

・河川情報をインターネットや携帯電話等により住民等に提供 ・XRAINの運用開始、レーダーの更なる利活用の推進 など

・洪水ハザードマップ、内水ハザードマップの作成･活用を推進 など

洪水 報 た 組織 体制 整備（水災害 報 を各地方整備局等 設置）

大規模災害への
備えの充実

新たなシナリオによる
ソフト施策の推進

危
機
管
理
対

を
中
心
と
し

適
応
策

・洪水予報のための組織、体制の整備（水災害予報センターを各地方整備局等に設置）洪水予報・土砂災害警戒情報や
水防警報の予警報等の強化

対
応

し
た

【今後の主な検討課題（案）】 ・住民、企業、市町村等が行う危機管理対応や事前防災対応において、水災害に係る
防災・減災の観点がより考慮されるよう、リスク評価の結果をわかりやすく示すとともに、周知のあり方について検討

※第１３回 気候変動に適応した治水対策検討小委員会 資料４より作成 2



今後さらに取り組むべき適応策について
○気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されており、被害の頻発、激甚化だけでなく、複合的な要因によ
り過去に例のない被害が発生することも想定されるり過去に例のない被害が発生することも想定される。

○東日本大震災の教訓に基づき津波対策において導入されたハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせた「多重防御」の考え方を踏まえ、流域、ま
ち・地域、住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するための対策を推進する。

流域、まち・地域、住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するためのリスク評価の実施

リスク評価の結果

・施設管理者等は、どのような水害・土砂災害等が発生するか、きめ細かくリスク評価を実施。リスク評価に当たっては、現実的に想定される範囲
内での最大のものを設定し、それを対象とするとともに、そこに至るまでのいくつかの異なる規模についても対象とする。

流域 域 住民等 あ リ ク 軽減す リ ク評価 実施

流域レベルでの取り組み

ス
ク
評
価
の
結
果

ス
ク
評
価
の
結
果・施設管理者等はリスク評価の結果について、関係者（国、都道府県、市町村の施設管

理担当部局、防災部局、まちづくり担当部局、その他の施設管理者等）に提示
・関係者においてリスクを実感・共有し、リスクの分担や地域に応じた適応策を検討する
場（協議会等）を構築

主要道

高速自動車道

流域レベルでの取り組み
まち・地域

リスク分担や
地域に応じた適応策

リ
ス

リ
ス場（協議会等）を構築

・協議会等で検討し合意した事項（適応策等）については、関係者においてそれぞれの
関係する計画等への反映を図る等により推進

流域

・施設管理者等は、リスクマップ等によりリスク評価の結果をわかりやすく提
示
・人口減少 高齢化の進行に伴う人口・社会構造の変化を踏まえ 水災害

・現実的に想定される範囲内での最大のもの（危機管理対
応上の外力）を対象とした浸水想定を作成。また、そこに
至るまでのいくつかの異なる規模についても提示

住民レベルでの取り組みまち・地域レベルでの取り組み

人口減少、高齢化の進行に伴う人口 社会構造の変化を踏まえ、水災害
に係る防災・減災の観点がより考慮されるよう、施設管理者等はまちづく
り・地域づくりの担当部局との連携を強化
・河川と下水道が一体となった内水対策やいわゆるゲリラ豪雨対策の推進
・災害危険区域等の既存の土地利用規制の制度の積極的な活用の促進
流域における地形（自然堤防等）や施設（盛土構造物等）の積極的な保全

至るまでのいくつかの異なる規模についても提示
・地下街等における避難確保、浸水防止対策の推進
・発災前のリードタイムを活用した防災行動計画の策定
・積極的な広報、防災・環境教育、人材育成等によるリテ
ラシィの向上
・災害情報をリアルタイムに収集するための技術開発・流域における地形（自然堤防等）や施設（盛土構造物等）の積極的な保全 ・災害情報をリアルタイムに収集するための技術開発

※関係者が実施する適応策の進捗状況や気候変動モニタリングの結果などを踏まえ、リスク評価や適応策については適宜見直し

調査・研究、技術開発の促進及びその成果の施策等への活用の推進
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気候変動に伴う外力の増大への対応のイメージ

○気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されており、被害の頻発、激甚化だけでなく、複合的な要因によ○気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されており、被害の頻発、激甚化だけでなく、複合的な要因によ
り過去に例のない被害が発生することも想定される。

○長期的な整備の方針等に沿って引き続き施設等の整備を推進し安全度を高める。なお、長期的な整備の方針等については、気候変動モニタリン
グの結果や気候変動予測技術の向上を踏まえ、必要に応じて見直す。

○計画の規模を上回り現実的に想定される範囲内で最大の外力（危機管理対応上の外力）を設定し、これを上限としてそこに至るまでの外力を対象
とし 「多重防御」の考え方を踏まえたリスク分担や地域に応じた対策（適応策）について検討し 推進を図る

外力の規模

とし、「多重防御」の考え方を踏まえたリスク分担や地域に応じた対策（適応策）について検討し、推進を図る

危機管理対応上の外力を設定

外力の規模
（流量等）

危機管理対応を中心とした適応策計画規模を上回る外力の
発生を踏まえ

緩和策

地域づくりと一体となった適応策

発生を踏まえ
適応策を推進

長期的な整備の方針等
危機管理対応を
中心とした適応策

適応策

施設整備の状況

気候変動モニタリングの結果や
気候変動予測技術の向上を踏まえ、
必要に応じて見直す

施設による

地域づくりと一体と
なった適応策

施設による適応策

長期的な整備
の方針等で目
標とする年超
過確率に対応
する外力

将来

施設整備 状況
長期的な整備の方針等に沿って
施設等の整備を推進

現在
これまで これから

施設による
適応策

4



○これまでは施設等の整備の目標とする外力の規模までの被害を防止するよう施設等を整備

流域レベルでのリスク評価と適応策の検討のイメージ

【これまで】

○これまでは施設等の整備の目標とする外力の規模までの被害を防止するよう施設等を整備
○これからは現況の安全度や計画規模を上回る外力についても想定した上で、流域全体でのリスクを評価し、「多重防
御」の考え方を踏まえ、流域、まち・地域、住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するよう対策を推進

外力の規模
（年超過確率）

【これまで】

現在 安全度 目標の安全度 計画規模

施設による適応策において、計画規模を上回る外力による
リスクについて明確に提示せず、（暗黙に考慮して）実施

（年超過確率）
現在の安全度 目標の安全度

（例：河川整備計画）
計画規模

（例：河川整備基本方針）

【これから】 現況の流域が抱えるリスク（黒破線）と比較して、施設等の整備によりある規模を超える外力に対するリスクを増大させるこ

被
害
（
資 ××

と（赤破線）がないよう、流域内のリスク分担に留意した施設等の整備（施設による適応策）に加え、地域と一体となった適応
策や危機管理対応を中心とした適応策を行うことにより、流域全体のリスクの軽減を図る（青破線）

資
産
被
害
、
人
的
被
害
、

××
施設による適応策、地域と一体となった適応策、
危機管理対応を中心とした適応策を併せて行うこ
とにより、リスクの軽減を図る

流域内のリスク（資産被害、人的被害、その他）を評価
する手法を開発

そ
の
他
）

計画規模を上回り、現実的に想定される範囲内での最
大の外力の規模を設定（＝危機管理対応上の外力）

施設等の整備
により防災機
能を向上

外力の規模
（年超過確率）

能を向

現在の安全度 目標の安全度
（例：河川整備計画）

計画規模
（例：河川整備基本方針） 5



流域レベルでのリスク評価の事例

安全 模 含 様 模 が 被害 想

＜リスク評価のポイント＞

6000000

＜被害特性＞

○現況の安全度や計画規模を上回る外力を含む、様々な規模の外力が生じた場合の被害を想定する。
○流域の氾濫特性や土地利用等を踏まえ、複数の評価項目によるリスク評価を行い、流域レベルでの被害特性を明らかにする。

A川流域における被害特性の分析

4000000

5000000

被
害

＜被害特性＞

資産が集積し、氾濫水が拡散
しやすい下流部を中心に大き
な資産被害が発生する

A川流域における被害特性の分析

＜氾濫特性・土地利用の状況＞

2000000

3000000

資
産
被

＜上流ブロ ク＞

A川 流域全体

（被害内訳）
上流ブロック

中流ブロ ク

【凡 例】

0

1000000

10 100 1000洪 水 規 模 （年超過確率）
350

＜上流ブロック＞
・堤防未整備
・氾濫水は拡散しにくい

中流ブロック

下流ブロック

200

250

300

害

＜被害特性＞

一定の洪水規模を超えると、
浸水深が著しく大きくなる中流
部で 人的被害が急増する

＜中流ブロック＞
・本川と支川の堤防に囲ま
れた区域
・氾濫水が貯留しやすく、
浸水深が大きくなりやすい

100

150

200
人
的
被
害 部で、人的被害が急増する

＜下流ブロック＞
・資産が集積する市街地
・氾濫水が拡散しやすい

【凡 例】

流域全体

（被害内訳）
上流ブロック

【凡 例】

0

50

10 100 1000洪 水 規 模 （年超過確率） 6

浸水範囲
浅
～
深

中流ブロック

下流ブロック



対策の実施によるリスクの変化の事例（資産被害）
○実施する対策の内容により、リスクは様々な応答を示すため、流域の氾濫特性や土地利用の状況等を踏まえ、適切な対策を組み合わせて計画的に
整備を実施する必要がある

6000000
【凡 例 】

整備を実施する必要がある。
○河川改修の場合、例えば、上流の堤防を整備すると、対策実施箇所付近ではリスクが軽減されるが、下流においては流量増によりリスクを増大させる

場合があるので、対策の実施によるそれぞれの氾濫ブロック（氾濫水が拡がる一連の区域）のリスクの変化と流域全体のリスクの変化を検討し、対策
を実施する必要がある。

＜河川改修によるリ ク 変化＞

4000000

5000000

産
被
害

【 凡 例 】

整備前

上流堤防整備後

上流堤防整備+河道掘削

①-２上流堤防整備

上流部での溢水氾濫を受けて、堤防整備を実施。これにより、上流部で
は、安全に流下させることができる洪水の規模が大きくなる。（①-１）
一方、上流部で溢水しなくなったことによって、中下流部の流量が増加
し 被害が拡大する恐れがある （① ２）

＜河川改修によるリスクの変化＞

2000000

3000000

域
全
体
の
資
産

②下流河道掘削
河道掘削により、被害を軽減

① ２上流堤防整備
中下流部への流量増により、
中下流部での被害が増大
（一定の洪水規模を超えると、
上流部での被害軽減よりも、
中下流部の被害増大が大きくな
り、流域全体の被害が増大）

し、被害が拡大する恐れがある。 （① -２）
そのため、例えば、下流部の河道掘削により、増加する被害を軽減する
必要がある。（②）

0

1000000

流
域

①-１上流堤防整備
安全に流下させることが
できる洪水の規模が拡大

A川①堤防整備

＜上流ブロック＞
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3000000

0
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①-2

＜上流ブロック＞
・堤防未整備
・氾濫水は拡散しにくい

＜中流ブロック＞
・本川と支川の堤防に
囲まれた区域

0
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2000000
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2000000
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①-1

①-2
②

②

②河道掘削

【凡 例】

堤防整備

・氾濫水が貯留しやすく、
浸水深が大きくなりやい

洪水規模（年超過確率）洪水規模（年超過確率） 洪水規模（年超過確率）10 100 1000 10 100 100010 100 1000

7

①-1上流堤防整備
安全に流下させることができる洪水の
規模が拡大

②下流河道掘削

下流部の河道掘削による、被害の軽減は
少ない

①-2上流堤防整備
上流部の堤防整備に伴う中流部
の流量増により、被害が増大

②下流河道掘削
下流部の河道掘削により、被害が軽減

①-2上流堤防整備
上流部の堤防整備に伴う下流部の流
量増により、被害が増大

②下流河道掘削
河道掘削により、被害を軽減

堤防整備

河道掘削

浸水範囲
浅
～
深

＜下流ブロック＞
・資産が集積する市街地
・氾濫水が拡散しやすい

洪水規模（年超過確率）洪水規模（年超過確率） 洪水規模（年超過確率）



対策の実施によるリスクの変化の事例（人的被害）
○対策の実施によるリスクの変化傾向は、その評価項目によっても異なる。このため、各評価項目における変化傾向を把握し、適切な対策を実施する
必要がある

350 【凡 例 】 中流部において 定の洪水規模

必要がある。
○現状よりリスクを低減させるように、施設による対策を実施することを基本とするが、対策を実施しても外力の増大に伴いリスクが急増する場合は、
リスクの急増を抑制する対策（例えば、氾濫時の人的被害を軽減する避難率向上の取組み等の危機管理対策を中心とする適応策）も検討する
必要がある。

＜人的被害と資産被害との比較＞

250

300

人
的
被
害

【 凡 例 】

整備前

上流堤防整備後

上流堤防整備+河道掘削

中流部において一定の洪水規模
を超えると、浸水深が著しく大きく
なるため、人的被害が急増する

上流の堤防整備の結果、下流のリスクが増大する傾向は同じだが、人的
被害では、資産被害のように上流部の被害軽減を下流部の被害増大が
上回り、流域全体の被害が増大する現象は見られない。（①-１, ２）
人的被害では、河川改修の結果、リスクが低減するが、依然として一定

① 上流堤防整備

②下流河道掘削

河道掘削により、

＜人的被害と資産被害との比較＞

100

150

200

域
全
体
の
人の洪水規模を超えると、中流部の浸水深が著しく大きくなるため、中流部

において被害が急増し、流域全体の被害も急増する。（②）
このため、中流部において、避難率向上のための取組みなど、現況の
安全度や計画規模を上回る外力に対しても、人的被害を急増させないた
めの取組みを、重点的に進める必要がある。（③）

①-2上流堤防整備
下流部への流量増により、中下
流部での被害が増大
（上流部の被害軽減が、下流部の
被害増大を上回り、流域全体にお
ける被害は軽減）

被害を軽減

0

50

100

流
域

洪 水 規 模 （年超過確率）

③危機管理対策

避難率向上等の取組みに
より、被害の軽減を図る

A川①堤防整備

めの取組みを、重点的に進める必要がある。（③）

①-1上流堤防整備
安全に流下させることが
できる洪水の規模が拡大

＜上流ブロック＞
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上流部 下流部中流部
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③避難率向上の取組み 等

別
人
的
被
害

①-2 ②

＜上流ブロック＞
・堤防未整備
・氾濫水は拡散しにくい

＜中流ブロック＞
・本川と支川の堤防に
囲まれた区域
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②河道掘削

【凡 例】

堤防整備
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①上流堤防整備①上流堤防整備 ①上流堤防整備

①-1
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②

洪水規模（年超過確率）洪水規模（年超過確率） 洪水規模（年超過確率）

・氾濫水が貯留しやすく、
浸水深が大きくなりやい ③
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堤防整備

河道掘削

浸水範囲
浅
～
深

上流部の堤防整備に伴う中流部の
流量増により、被害が増大

②下流河道掘削
下流部の河道掘削により、被害が軽減

安全に流下させることができる洪水の
規模が拡大

上流部の堤防整備に伴う下流部の
流量増により、被害が増大

②下流河道掘削
河道掘削により、被害を軽減

②下流河道掘削

下流部の河道掘削による、被害の軽減は
少ない

＜下流ブロック＞
・資産が集積する市街地
・氾濫水が拡散しやすい

③危機管理対策

避難率向上等の取組みにより、被害の
軽減を図る



危機管理対応上の外力（洪水（外水））の設定について

○東日本大震災の教訓に基づき、津波防災地域づくりにおいては最大クラスの津波が発生した場合でも「なんとしても人命を守
る」ようハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせる「多重防御」の考え方が示された。

○気候変動に伴い現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されていることから、例えば計画規模の降
雨により浸水する恐れがある区域を包絡的に示す浸水想定だけでなく、住民、企業、市町村等が危機管理対応を検討するに雨により浸水する恐れがある区域を包絡的に示す浸水想定だけでなく、住民、企業、市町村等が危機管理対応を検討するに
当たり前提とする外力（計画規模を上回り現実的に想定される範囲内で最大のもの＝危機管理対応上の外力）を設定し、そ
れを対象とした浸水想定を作成する。
⇒「危機管理対応上の外力」を、リスク評価における現実的に想定される範囲内で最大の外力とする

危機管理対応上の外力（洪水（外水）＝流量）の設定について

・危機管理対応上の外力については、現実的に想定される範囲内の値とするため、これまでの水文データ等を活用して
設定する手法を今後、検討する

降雨量
データ 流量の算出 備考

・これまでの水文データ等としては、降雨量、流量、水位、洪水の痕跡水位、氾濫の痕跡水位が挙げられる

・なお、気候変動モニタリングの結果や気候変動予測技術の向上等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う

降雨量

流量
流出解析

デ タ 流量の算出 備考

降雨量 流出解析 古くから、比較的密にデータが揃っている

流量 -
古くからデータが揃っているのは大河川のみ（中
小河川等は少ない）

水位
洪水流解析、水位流
量曲線

古くからデータが揃っているのは大河川のみ（中
小河川等は少ない） 洪水流解析等

水位・洪水痕跡水位

氾濫痕跡水位

浸水解析
逆推定

となる

水位
量曲線 小河川等は少ない）

歴史的な洪水の痕跡
水位

洪水流解析、水位流
量曲線

存在するのは一部の河川のみ。時間的な変化は
不明

歴史的な氾濫の痕跡
水位

浸水解析
存在するのは一部の氾濫域のみ。時間的な変化
は不明

洪水流解析等

流量の算出
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リスクの分担や地域に応じた対策を
検討する協議会の例検討する協議会の例
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関係者において地域に応じた適応策等を検討する協議会のイメージ

○氾濫等による被害の発生を前提とし、流域、まち・地域、住民等といったあらゆるレベルでリスクを軽減するための対策の検討が進むよう、施設管○氾濫等による被害の発生を前提とし、流域、まち 地域、住民等と ったあらゆるレ ルでリスクを軽減するための対策の検討が進むよう、施設管
理者等はリスク評価を実施。

○リスク評価の結果を踏まえ、関係者においてリスクを実感・共有し、リスクの分担や地域に応じた適応策を検討し、現場での実行が進むような仕組
み（協議会等）を構築。

○協議会等で検討し合意した事項（適応策等）については、関係者においてそれぞれの関係する計画等への反映を図る等により推進

リスク評価の結果

施設管理者等によるリスク評価の実施

協議会等協議会等

※協議会等の構成員は、協議内容を踏まえて選定

国
施設管理担当部局
防災担当部局

Ａ市
施設管理担当部局

氾濫等による被害の発生を前提とし、
・リスクを実感、共有
リスクの分担や地域に応じた適応策を検討

都道府県
施設管理担当部局
防災担当部局 等

防災担当部局
気象台 等

Ｂ町

施設管理担当部局
防災担当部局
まちづくり担当部局 等

・リスクの分担や地域に応じた適応策を検討

その他
施設管理者

町
施設管理担当部局
防災担当部局
まちづくり担当部局 等

施設等 整備 関する計

協議会で合意した事項（適応策等）について、関係者のそれぞれの計画等へ反映し、推進

12

施設等の整備に関する計画
市町村地域防災計画
水防計画
まちづくりに関する計画 等

防災に関する計画
操作規則 等

施設等の整備に関する計画
都道府県地域防災計画
水防計画 等

河川整備計画
防災業務計画 等



○平成16年豪雨での被害を受けて、上流の支川改修（改良復旧）とともに、下流において、上流の流下能力向上に伴う流量増に対応するための堤防嵩上げ等（復
緊）を行 た

平成23年7月出水における信濃川下流域の出水と被害概況

【凡例】 信濃川下流本川 堤防の越流を土囊積みで防止

緊）を行った。
○これら事業の結果、平成23年豪雨では、平成16年を上回る雨量を記録したが被害は激減。しかし、上流の支川改修の結果、（ダムの機能向上や遊水地整備によ
り下流の負荷を軽減したものの、） 下流の負荷は増大し、HWLを超えた。
○信濃川本川ではポンプ排水をストップしなかったが、中ノ口川では排水をストップ。中ノ口川のカミソリ堤区間で堤防天端下２０ｃｍ付近まで水位上昇。

笠堀ダム（H16後：ダム操作規則見直し治水機能向上）

大谷ダム

【今次出水では異常洪水時防災（ただし書き）操作を実施】

主な外水氾濫地区

主な内水氾濫地区
主な水位観測地点
破堤点
破堤による想定浸水範囲
ＨＷＬ超過区間

【凡例】 信濃川下流本川

（小須戸橋）

堤防の越流を土囊積みで防止

五十嵐川

（H16災害助成区間）

信濃川下流本川
刈谷田川ダム

「潜り橋」右岸：水防活動実施

Ｗ 超過区間
カミソリ堤

＜避難情報の発表＞
信濃川下流域において３０万人規模で
避難指示・勧告（新潟市、田上町、三
条市、長岡市、見附市等）

【内水排水】

五十嵐川（江口）

中流部で堤防決壊

加茂市

田上町

340m3/s

防 端近く

中ノ口川

外水氾濫

（H16後：治水容量拡大）

【保明新田】

【帝石橋】

3400m3/s
新潟市

田上町
堤防天端近く
まで水位上昇

60m3/s

【内水排水】 （190m3/s運転調整）

中ノ口川

逆流

【荒町】

【板井】

E池
F池

A池
B池

C池D池

最大180m3/sカット

仮に中ノ口川（左岸3.2k）で決壊し
ていたとすると、約1,500戸家屋浸
水が想定

三条市

ＨWL超過区間

【 】

無堤区間

逆流

仮に大河津分水（右岸-
0.2k）で破堤していたとす
ると約１万戸家屋浸水が

刈谷田川遊水地

田んぼダム 貝喰川沿川（見附市）
かいばみ中ノ口川（根岸橋）

「カミソリ堤」区間：堤防天端下２０ｃｍまで水位上昇

田んぼ

燕市
見附市

【見附】

大河津分水路

無堤区間
約70戸浸水

（本検討は暫定の値、浸水調査によるものであり、今後の精査により変わることがあります）

ると約１万戸家屋浸水が
想定※1

※１ 大河津分水のはん濫想定は、H23.7洪水相当規模（8,900m3/s【小千谷地点】）での計算による 8300m3/s

排水路

長岡市

田んぼからの流
出調整装置
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経緯

水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会～概要～

○信濃川下流域では、平成１０年、１６年、２３年と度重なる洪水被害が発生。

○流域の中で上流エリア、中流エリア、下流エリアがそれぞれ適切に役割分担しながら、地域全体の防災力を高めていく必要があるという認識が共有されており、

他の機関が取り組んでいる情報を入手し、関係各機関が連携を深めて、より地域の防災力を高めることが必要。

○平成２５年５月に流域の市町村、県、国の機関等で構成する「水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会」が発足。

構成

目的

信濃川下流域のもつ課題を共有し、協働して下流域全体の地域防災力の向上させる治水方策を推進することを目的とする。

学識者 大学名等 分野

丸井 英明 新潟大学 総括
各機関の防災、建設、農地新潟市長（会長） 新潟県防災局長

推進協議会 協力学識者幹事会 ※推進協議会及び幹事会は必要に応じ
協力学識者に意見を聴くことができる

丸井 英明 新潟大学 総括

田村 圭子 新潟大学 防災

熊倉 俊郎 長岡技術科学大学 気象

衞藤 俊彦 長岡工業高等専門学校 河川

整備等の担当部局で構成

幹事会は、ワーキンググルー
プを必要に応じ設置

新潟市長（会長） 新潟県防災局長

長岡市長 新潟県農地部長

三条市長 新潟県土木部長

安田 浩保 新潟大学 河川

山本 隆広 長岡工業高等専門学校 河川

三沢 眞一 新潟大学 農業

吉川 夏樹 新潟大学 農業

加茂市長 北陸農政局整備部長

見附市長 新潟地方気象台次長

力丸 厚 長岡技術科学大学 リモートセンシング

澤田 雅浩 長岡造形大学 ハザードマップ

佐野 可寸志 長岡技術科学大学 交通

藤岡 達也 上越教育大学 教育

燕市長 北陸地方整備局河川部長

五泉市長

田上町長 事務局 藤 越教育 学 教育

井ノ口 宗成 新潟大学 情報通信

鈴木 聖二 新潟日報社 情報提供

福田 俊作 NHK新潟放送局 情報提供

田上町長

弥彦村長
北陸地方整備局信濃川下流河川事務所及び
北陸地方整備局河川部並びに新潟県土木部

14



Ⅰ．構成機関のハード・ソフト対策の取り組み状況や予定を共有

水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会～主な取り組み～

取り組み状況の整理
例（わかりやすく精度
の高い情報伝達）
平成26年2月13日第2
回 信濃川下流域づく
り推進協議会 配付
資料より

Ⅱ．構成機関の連携による対策の推進

○関係機関が保有する水害に関する情報を 一元化し、関係機関で共有可能な

「情報共有プラットホーム」の開発。

○水害や防災に関連する展示施設等の連携○水害や防災に関連する展示施設等の連携

○洪水時における消防団及び建設業の活動に関する広報

○平成１６年7.13水害から10年の防災広報キャンペーン行事の実施

15



笠堀ダム嵩上【県】下流への流量を低減させる洪水調節施設の整備
【凡例】

水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会～主な取り組み～

大谷ダム

加茂川

【県】安全に洪水を流す堤防整備及び河道掘削：河道掘削

：築堤・堤防嵩上げ

：ダム嵩上げ

遊水地

【凡例】

刈谷田川ダム
新潟市

田上町

信濃下流本川

下条川

：遊水地

：漏水対策
田上町

中ノ口川

五十嵐川

刈谷田川

加茂市

条市

関屋分水
遊水地

三条市

見附市

遊水地

【国・県】上流の河川水位を低下させる河道掘削

燕市

ＨWL超過区間

○加茂市
雨水排水ポンプ場のポンプ増設整備 H24完
普通河川赤谷川の整備 H20完

市町村のハード対策（内水対策）

長岡市

○三条市
排水系統整備

普通河川赤谷川の整備 H20完
西加茂第一排水区の整備
①新栄町雨水幹線 H18完
②高須町雨水幹線の整備 H24完
田んぼダムの活用 H22完（白根郷土改区域）

主なソフト対策

対策項目 主な内容排水系統整備
吉津川流域内水対策事業 H27.3完予定
須頃郷地区内水対策事業 H31.3完予定 他
ポンプ場整備
輪之内ポンプ場排水区域内水対策事業 H27.3完予定
新通川沿川ポンプ場改良事業 H21完 他
田んぼダムの活用 H27.3完予定

対策項目 主な内容

避難計画の改善 避難所の災害別区分化、災害別表示板の設置

災害対応マニュアルの整備 避難勧告発表マニュアルの作成等

わかりやすく精度の高い情報伝達 防災・緊急情報メール、緊急告知FMラジオ等

災害時要援護者支援の向上 共助を中心とした災害時要援護者支援体制の確立

水害資機材の備蓄体制の強化 消防団へライフジャケット・雨具の配布等

○見附市
合流式下水道緊急改善事業 H22完
田んぼダムの活用 H26.3完予定

○燕市
須頃郷１号排水路整備事業 H25～H30

水害資機材 備蓄体制 強化 消防団 ラ ジャケッ 雨具 布等

勧告・指示等、発令基準の明確化 避難準備情報・避難勧告等発令基準を数値化

災害時支援体制の向上 近隣市町村相互援助協定等

防災・災害情報の共有化 アドホック水位計の整備、CCTVの高度化等

地域防災力向上のための取組 自主防災リーダー研修会、水害を想定した避難訓練等
16



流域全体でリスクを軽減する適応策の例
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○ある地域のリスクを軽減するための施設整備が別の地域のリスクを増大させる結果となる恐れもあることから、河川管理者は、
個別の施設整備により地域ごとの被害が増大することがないよう 流域内のリスク分担に留意し 施設整備を実施する

流域全体でリスクを軽減する適応策のイメージ

現況

個別の施設整備により地域ごとの被害が増大することがないよう、流域内のリスク分担に留意し、施設整備を実施する。
○河川管理者は整備前と整備後のリスクを評価し、協議会等において市町村等の関係者に提示するとともに、関係者においては
リスクを軽減する対策（適応策）を検討し、実施する。

流域内のリスク分担に留意し施設整備と地域での適応策を一体的に実施

高速自動車道主要道

高速自動車道

現況 流域内のリスク分担に留意し施設整備と地域での適応策を 体的に実施

河川管理者はリスクを評価し、協議会等において市町村等の関係者に提示するとともに、市町村は地域の氾濫リスクを
さらに軽減するよう、二線堤の整備、家屋の移転、土地利用規制等について検討し、実施

主要道

流域内のリ ク分担に留意せず施設整備を実施

凡例
施設規模を上回る
洪水発生時の氾濫域：

無堤部での氾濫 天端付近まで水位が上昇
海

主要道

高速自動車道

流域内のリスク分担に留意せず施設整備を実施

げ

【河道掘削・樹木伐採等】
掘削等により河川の流下能力を向上

【連続盛土（二線堤）】
洪水氾濫の拡大を防止する

【土地利用の規制・誘導】
浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において、
土地利用の規制によって被害を抑制。

家屋の移転等を促進し、集約化を図る。

二線堤
輪中堤等

（連続堤）二線堤

【宅地の嵩上げ】
上流での河川整備に伴い洪水流量の
増加が見込まれるため、宅地の嵩上
げを実施

【築堤（HWL堤防）】
不連続であった堤防を連続化するよう築堤を

【築堤（輪中堤）】
住宅等がある区域の周囲を取り囲む
堤防（輪中堤）を整備。下流での洪水
流量の増加を抑える

土地利用規制

輪中堤等

凡例
施設規模を上回る

○○川

今まで氾濫の無かった下流の市街地等において、
氾濫が発生

行うが、下流での洪水流量の増加を抑えるた
め、HWLで高さを抑える

海 凡例
施設規模を上回る
洪水発生時の氾濫域：

施設規模を 回る
洪水発生時の氾濫域

河川管理者が実施
する施設による適応策

地域づくりと一体と
なった適応策

：

：

：
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豊川水系（１）
○豊川における治水事業は、江戸時代には吉田の城下町等を守るため、霞堤と称される不連続な堤防が豊川中下流部に設けられた。現在でも、下流
より牛川霞 下条霞 賀茂霞 金沢霞の４箇所が残 ている なお これら霞堤に係る地区は 市街化調整区域とされ 市街化が抑制され 原則として

豊川における治水事業の歴史

より牛川霞、下条霞、賀茂霞、金沢霞の４箇所が残っている。なお、これら霞堤に係る地区は、市街化調整区域とされ、市街化が抑制され、原則として
当該区域の中では、農林漁業用の建物の建築や、一定規模以上の計画的開発以外は許可されない。

豊橋市都市計画総括図

霞堤締切完成

霞　　　　堤 JR
飯
田
線

■
基準地点
石　　田

JR
飯
田
線

名
　
鉄

名　鉄

放
水
路

JR

東上
金沢

賀茂

下条

JR新幹線

J 放

JR

牛川
二葉
三上
当古
大村

豊川には、かつて右岸に大村霞・当古霞・
三上霞・二葉霞・東上霞、左岸に牛川霞・下
条霞・賀茂霞・金沢霞の９霞が存在した。

霞 堤 位 置 図
○豊川流域においては
下流域に人口が集中
○残存霞地区は市街化
調整区域や農業振興地

下条霞 19

条霞 賀茂霞 金沢霞の９霞が存在した。
域に指定されており、人
口は少ない状況。右岸の霞は豊川放水路の建設に伴い、締

め切られた。現在は左岸側の４つの霞が
残っている。 牛川霞



○霞堤を締め切った場合には上流において洪水時の水位が上昇し、破堤等の危険性が増大する。このため、下条霞、賀茂霞、金沢霞については小堤
の設置により浸水する頻度を低減させるとともに 関係自治体が実施する建築物の建築制限等の土地利用規制及びきめの細かいハザ ドマップ等

豊川水系（２）

一般国道257号設楽ダムの建設

の設置により浸水する頻度を低減させるとともに、関係自治体が実施する建築物の建築制限等の土地利用規制及びきめの細かいハザードマップ等
のソフト対策などにより浸水被害の軽減を図る。なお、牛川堤については、土地利用計画等と調整の上、無堤部を解消する。

河川整備計画で予定している事業
（河道改修、設楽ダムの建設）を実施した後

河川整備計画で予定している事業を実施する前
（河川整備計画策定時点(H13))

豊川水系河川整備計画における治水対策

宇連ダム

一般国道257号

一般国道420号

地点 凡例
基準地点
主要地点
国管理区間（含2条7号区間）

凡 例（浸水深）

～0.5未満

0.5m～1.0m未満

1.0m～2.0m未満

2.0m～5.0m未満

5.0m以上

凡 例（浸水深）

～0.5未満

0.5m～1.0m未満

1.0m～2.0m未満

2.0m～5.0m未満

5.0m以上 金沢霞

三遠南信自動車道

JR飯田線

大島ダム

一般国道151号

整備計画 凡例
河道掘削等
築堤
背水対策(支川）
霞堤の存置
（霞小堤（暫定堤）設置）

賀茂霞

20k

石田

当古正岡
新東名高速道路

JR飯田線

賀茂霞

金沢霞

15k

25k

27.6k

河道掘削等

霞堤の存置
（３霞堤）

牛川霞

下条霞

10k

築堤(牛川霞堤）
豊橋

東名高速道路

JR東海道線

三河湾

一般国道１号一般国道２３号

下条霞

5k

15k

背水対策（朝倉川）

背水対策（神田川）

（３霞堤）
河川整備計画事業実施後の氾濫想定図河川整備計画事業実施前の氾濫想定図

■平成23年9月洪水
台風15号により前線が活発化し、東三河北部、西三河北東部を中心に大雨となった。
石田地点においては戦後第3位の流量を記録し 霞地区において浸水被害が発生した

東海道新幹線

石田地点においては戦後第3位の流量を記録し、霞地区において浸水被害が発生した。
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○中流部および支川土師川では、計画高水位以下の家屋が存在する全地区を対象に連続堤防を整備する。なお、河川整備計画の目標を上回る大規模
な洪水による下流側への洪水流出抑制や氾濫被害の軽減に配慮し 高さの低い堤防（HWL堤）の整備を 部区間で実施する

由良川水系（１）

な洪水による下流側への洪水流出抑制や氾濫被害の軽減に配慮し、高さの低い堤防（HWL堤）の整備を一部区間で実施する。

中流部の河川整備
若狭湾

位置図

計画高水位（ＨＷＬ）

計画堤防高
HWL堤防

兵庫
滋賀

京都

計画高水位（ＨＷＬ）

約○
～○
ｍ

大阪

奈良

由良川
ゆら

土師川
はぜ

私市地区で堤防未整備区間から氾濫堤防天端近くまで水位が上昇 両岸、広範囲に氾濫し、浸水被害が発生

上流大野ダムの貯留状況

土師川

由良川
戸田地区

観音寺地区

由良川

※写真は平成25年9月 台風18号洪水の状況

由良川私市地区
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由良川水系（２）
○狭隘な地形で平坦地が狭い下流部においては、貴重な宅地などの消失を最小限にとどめ地域住民の生活環境を保全するため、住家を輪中堤や宅地
嵩上げにより効率的に水防災対策を実施する なお 水防災対策は関係機関で構成する由良川下流部緊急水防災対策協議会において具体的な進め

輪中堤（志高地区）
災害危険区域図（志高地区）

災害危険区域の指定例

嵩上げにより効率的に水防災対策を実施する。なお、水防災対策は関係機関で構成する由良川下流部緊急水防災対策協議会において具体的な進め
方を協議し事業を実施するとともに、洪水が氾濫する区域等で新たに浸水の恐れがある住家が建築されないよう土地利用規制や土地利用誘導方策を
関係自治体と連携して実施する。

下流部の河川整備

宮津市
西神崎

油 江

由良・石浦

蒲 江

ゆ ら いしうら

にしかんざき

ゆ ご

かまや

輪中堤（施工中）
志高地区災害危険区域

志 高 地 区

由良川
ゆら

水間
舞鶴市

蒲 江

和 江

丸 田

蒲 江

中 山

水 間

かまや

わ え

まるた

みずま

なかやま

久田美地区

真壁地区

由良川

堤 防 敷

災害危険区域

a

a
'

災害危険区域

由良川

大川

上東

地頭 志高

下 東

上 東

三日市
大 川

大 川

上 東大 川

岡田由里
志 高

舞鶴市加佐分室

しもひがし

かみひがし

かみひがし

みっかいち

みっかいち

おおかわ

おおかわ

おおかわ

しだか
おかだゆり

宅地嵩上げ（地頭地区）

○災害危険区域に指定されると…
条例に基づき「災害危険区域」に指定された場所には 原則として「住居」を建築する事は出来ません

輪中堤（河川区域）
由良川

（河川区域）災 害 危 険 区 域

▽ ＨＷＬ（計画高水位） TP8.071m

国道（175号）

堤 内 地 堤 外 地堤 防 敷

横断図 (11.2km付近) a-a’

久田美
高津江

三河 桑飼下

舞鶴市加佐分室

福知山市

三日市

桑飼下桑飼上

桑飼上

二 箇

久田美

桑飼下

地 頭

高津江

北有路

三 河

岡田由里
志 高

じとう

くたみ

くわがいしもくわがいしもくわがいかみ

くわがいかみ

に か

たかつえ

そうご

きたありじ 【対策前】

条例に基づき「災害危険区域」に指定された場所には、原則として「住居」を建築する事は出来ません。

ただし、次の条件に該当する「住居」については、事前に市に申請し、認定を受けることで建築する事が可能です。

①計画高水位以上の高さの地盤面に建築する建築物（宅地嵩上げ対策がこれに該当）
○災害危険区域内に建築できる建物は…

南有路

河守
二箇北有路

公庄

福知山市大江支所

二 箇

二 箇

二 箇

二 箇
南有路

北有路

公 庄

河 守

北有路

福知山市大江支所

に か

に か

に か

きたありじ

こうもり

みなみありじぐじょう

ひとう 【対策後】

②主要構造部が鉄筋コンクリート造その他これに類する建築物で、 計画高水位未満の

部分を住居の用に使用しないもの（１階部分が店舗や車庫のように住居でないもの）

千原・尾藤
綾部市

河 東

筈 巻

日 藤

下天津

千原・尾藤

下天津

せんばら びとう

かわひがし
しもあまづ

しもあまづ

はずまき

水防災対策のイメージ
③仮設建築物（由良川の出水期に建築しない、必要に応じ撤去が可能なもの）

出典：舞鶴市 建設部 国・府事業推進課作成資料より抜粋
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平成１６年台風浸水区域

由良川沿川の平地

凡例

輪中堤

宅地嵩上げ

輪中堤及び宅地嵩上げ

輪中堤法線



○東大洲地区は上下流の治水バランスを保つために、計画堤防高より堤防高を抑え、遊水機能を保全する必要がある。（大洲盆地（東大洲地区）で氾
濫することにより その下流側では洪水流が低減）

肱川水系（１）

事業実施箇所（整備計画期間）事業実施箇所（整備計画期間）

濫することにより、その下流側では洪水流が低減）
○東大洲地区では、下流へのリスク増大を勘案し、下流の整備状況に応じて堤防高を所定の高さに上げる段階施行とする。

○狭隘で人家が連担している東大洲地区の下流においては、大洲盆地の締め切りに伴う流量増加に備えるため、築堤に加え、県道の整備や区画整理
等のまちづくりと一体となった宅地の嵩上げなど、地域の負担が出来るだけ少ない改修を行う。

河川事業 道路事業及び土地区画整理事業

上老松

小長浜・加世
白滝

八多喜 春賀

ＪＲ矢落川橋梁

東大洲

事業実施箇所（整備計画期間）

上老松

小長浜・加世
白滝

八多喜 春賀

ＪＲ矢落川橋梁

東大洲

事業実施箇所（整備計画期間）

河道整備実施箇所

ながはま

こながはま・かせ
しらたき

はたき はるか

やおち

じょろまつ ひがしおおず
松山自動車道

河川整備計画
（国管理区間）
整備実施範囲

河川事業、道路事業及び土地区画整理事業
の連携（上老松地区）

矢落川
やおち

長浜

沖浦小浦

長浜大橋

大和橋

惣瀬

上老松

豊中

伊州子
多田

東大洲

③東大洲締切

郷

長浜

沖浦小浦

長浜大橋

大和橋

惣瀬

上老松

豊中

伊州子
多田

東大洲

③東大洲締切

郷

峠

東大洲

資産集積地区

築堤区間

おきうら こうら

ごう
そうぜ

いずし

とよ なか

とうげ

ただ大洲市
矢落川

内子町

鳥坂峠

大洲

五郎

新
谷

③山鳥坂ダム
（建設）

①直轄区間河道整備

肱川

玉川・只越

阿蔵

如法寺

国土交通省
施行区間

築堤区間

宅地嵩上げ区間

玉川・只越

阿蔵

如法寺

国土交通省
施行区間

築堤区間

宅地嵩上げ区間

築堤区間

宅地嵩上げ区間

築堤区間
宅地嵩上げ区間
暫々定堤防嵩上げ区間
堤外民地対策実施区間
旧堤防撤去区間
完成堤防区間
橋梁改築区間

あぞう

たまがわ・ただこし

にょほうじ

西予市

鳥坂峠

野村ダム

②鹿野川ダム
（改造）

（建設）

整備計画における東大洲の位置づけ

○大洲市長浜町上老松地区は、両岸に山脚が迫っている狭隘地区であり、貴重
な宅地などの消失を最小限にとどめ地域住民の生活環境を保全するため、築
堤に代わって宅地嵩上げを行い、浸水被害を防ぐ計画区間である。

○事業の実施にあたっては、河川事業（土地利用一体型水防災事業）、道路事業
及び土地区画整理事業との連携により、事業を行う。

○東大洲地区等の上流の資産集積地区の水安全度向上が望まれる。
○上流から堤防整備を実施すると下流部の被害が増加する。
○下流部の流下能力を増加させる必要性がある。

治水安全度の上下流バランス
の調整が必要

整備計画における東大洲の位置づけ
暫々定堤防の段階的な嵩上げ
（効果的な事業展開へ見直し）

整備計画
以降嵩上げ

1/100
4,700m3/s対応ＨＷＬ

０ ４m

矢落川 矢落川

肱川
肱川

東大洲
東大洲

再度災害防止等の
ため段階的に嵩上げ

整備計画
嵩上げ

戦後最大
3,900m3/s対応

H39完成

早期嵩上げ
H30完成

０.４m

H17.9洪水

○整備計画策定時（H16）における大洲盆地（東大洲）
の暫々定堤防の嵩上げ時期については、下流無堤
部対策等の流下能力向上後に実施する予定。しか
し、近年、現況堤防高を上回る浸水被害が頻発
(H16.8、H17.9、H23.9）

大洲盆地（東大洲）暫々定堤防嵩上げイメージ
大洪水では、上流も下流も洪
水があふれる。

上流から整備すると、下流で
洪水がより多くあふれる。

下流地区 下流地区

無堤

現況堤防

○再度災害の防止に向け、鹿野川ダム改造(H27完
成）の効果を踏まえつつ、下流の流下能力見合いで
暫々定堤防の一部嵩上げを前倒しで実施し早期治水
効果の発現を図る 23



肱川水系（２）
○大洲市においては、リスク分担を踏まえ、東大洲地区で市道の嵩上げ（二線堤）の構築や、住民が洪水時に安全な避難を行えるように洪水ハザード
マップの公表・配布を行っている

小長浜・加世
白滝

八多喜 春賀

ＪＲ矢落川橋梁

事業実施箇所（整備計画期間）

小長浜・加世
白滝

八多喜 春賀

ＪＲ矢落川橋梁

事業実施箇所（整備計画期間）

河道整備実施箇所

こながはま・かせ
しらたき

はたき はるか

じ ろま

やおち

マップの公表・配布を行っている。

再度災害防止に向けた大洲市の取り組み

長浜

沖浦小浦

長浜大橋

大和橋

惣瀬

上老松

小長浜 加世

豊中

八多喜

伊州子

春賀

多田

東大洲

③東大洲締切

郷

長浜

沖浦小浦

長浜大橋

大和橋

惣瀬

上老松

小長浜 加世

豊中

八多喜

伊州子

春賀

多田

東大洲

③東大洲締切

郷

峠

ながはま

おきうら こうら

ごう
そうぜ

いずし

とよ なか

とうげ

ただ

じょろまつ

東大洲
ひがしおおず

やおち

矢落川矢落川

玉川・只越

阿蔵

如法寺

国土交通省
施行区間

築堤区間

宅地嵩上げ区間

玉川・只越

阿蔵

如法寺

国土交通省
施行区間

築堤区間

宅地嵩上げ区間

築堤区間

宅地嵩上げ区間

築堤区間
宅地嵩上げ区間
暫々定堤防嵩上げ区間
堤外民地対策実施区間
旧堤防撤去区間
完成堤防区間
橋梁改築区間

あぞう

たまがわ・ただこし

にょほうじ

貯留施設（ふ 愛パ ク）

暫定堤防

矢落川矢落川

貯留施設（ふれ愛パーク）貯留施設（ふれ愛パーク）

宅地嵩上げ区間宅地嵩上げ区間宅地嵩上げ区間

○大洲拠点地区（東大洲）が水害リスクを抱えている地域のため、都谷川増水時の内水氾濫を抑制する目的で、一時的に河川
の水を溜める機能（貯留機能）を持たせており、有事の際、当該エリアの経済活動や居住用財産等の保全に寄与する。
○なお、平常時はふれ愛パークは市民のレクリェーシュン活動等に寄与する都市公園となる。

越流状況

貯留施設（ふれ愛パーク） 湛水域

市道の嵩上げ（二線堤）市道の嵩上げ（二線堤）

越流状況

貯留施設 ○東大洲地区の暫定堤防（矢落川左岸）を越水して市街地に氾濫する洪水を軽減するとともに、
氾濫開始時刻を遅滞させるため 市道を嵩上げ（二線堤）

市道の嵩上げ（二線堤）

矢落川

貯留施設 TP12.24
満水状況

H25.7 台風27号

氾濫開始時刻を遅滞させるため、市道を嵩上げ（二線堤）

24
市道東若宮北沖線 構造図

貯留施設

都谷川 都谷川


